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第 1 法人の概況 

 

1 主要な経営指標等の推移 

 

 決算状況の推移は次のと おり です。  

( 1)  総括 ( 単位: 百万円)  

年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 
事業収益 22, 343 22, 750 23, 152 21, 077 20, 954 

事業利益 1, 893 1, 307 2, 394 2, 354 2, 067 

経常利益 1, 632 1, 174 2, 184 2, 355 1, 700 

当期純利益 2, 745 697 1, 816 2, 358 1, 906 

資本金 31 31 31 31 31 
純資産額 61, 169 61, 865 63, 682 66, 040 68, 260 

総資産額 224, 093 220, 116 219, 240 224, 307 222, 344 

自己資本比率 27. 3％ 28. 1％ 29. 0％ 29. 4％ 30. 7％ 

※ 総括は、 以下の一般会計と 特別会計を合計し 、 内部取引を消去し た数値です。  

 

( 2)  一般会計  ( 単位: 百万円)  

年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

事業収益 20, 289 20, 237 23, 152 21, 077 20, 954 

事業利益 2, 038 1, 245 2, 394 2, 354 2, 067 

経常利益 1, 777 1, 112 2, 184 2, 355 1, 700 

当期純利益 2, 890 634 1, 816 2, 358 1, 906 

資本金 31 31 31 31 31 
純資産額 61, 392 62, 026 63, 682 66, 040 68, 260 

総資産額 223, 396 219, 265 219, 240 224, 307 222, 344 

※ 一般会計は、 賃貸住宅等事業をはじめと する当公社の主要事業を経理する会計です。  

 

( 3)  府営住宅指定管理会計(特別会計)   ( 単位: 百万円)  

年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

事業収益 2, 054 2, 513 ― ― ― 

事業利益 △145 61 ― ― ― 

経常利益 △145 62 ― ― ― 

当期純利益 △145 62 ― ― ― 

純資産額 △223 △161 ― ―   ― 
総資産額 825 965 ― ― ― 

※ 特別会計は、 府よ り 指定管理者と して指定さ れ管理を行う 府営住宅指定管理会計である ため、

資本金はあり ません。  

※令和3 年度末にて指定管理期間は終了し ています。  

 

○ 用語の解説 

・  事業利益＝事業収益－事業原価－一般管理費 

・  純資産額＝資本金＋剰余金 

・  自己資本比率＝純資産額／総資産額×100 
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2 沿  革 

年   月 事      項 

昭和 25 年 
昭和 39 年 
昭和 39 年 
昭和 40 年 
昭和 40 年 

 
昭和 41 年 
昭和 42 年 
平成 13 年 
平成 15 年 
平成 17 年 
平成 18 年 
平成 19 年 

 
平成 20 年 

 
平成 24 年 
平成 24 年 

 
 
 
 
 
 

 
平成 26 年 
平成 27 年 

 
平成 27 年 
平成 28 年 

 
 
 

平成 29 年 
 

平成 30 年 
令和元年 
令和2 年 

 
令和3 年 

 
令和4 年 

 
令和7 年      

6 月 
6 月 
8 月 
6 月 

11 月 
 
2 月 
6 月 
8 月 
4 月 
4 月 
4 月 
3 月 

 
6 月 
 
3 月 
4 月 
 
 
 
 
 
 
 
3 月 
4 月 
 
6 月 

12 月 
 
 
 
4 月 
 
4 月 

12 月 
4 月 
 

12 月 
 

4 月 
 
4 月 

( 財) 大阪府住宅協会設立、 賃貸住宅建設事業に着手 
( 財) 大阪府建設監理協会設立 
( 財) 大阪府宅地協会設立 
地方住宅供給公社法公布 
大阪府住宅供給公社設立( ( 財) 大阪府宅地協会の一切の権利・ 義務を承継) 、 積立分譲
事業を開始 
( 財) 大阪府住宅協会を統合 
( 財) 大阪府住宅団地サービスセンタ ー設立( ( 財) 大阪府住宅管理センタ ーの前身)  
「 経営改善計画」 を策定 
( 財) 大阪府建設監理協会と (財) 大阪府住宅管理センターが統合 
( 財) 大阪府住宅管理センターを統合( 府営住宅の管理業務を引き継ぐ)  
管理代行制度による府営住宅の管理を開始 
府において「 大阪府住宅まちづく り マスタ ープラ ン( 平成 18～27 年度) 」 を策定 
( 当公社の住宅スト ッ ク の有効活用を図る こ と が示さ れる)  

「 自立化に向けた 10 年の取り 組み」 ( 平成 20～29 年度) を策定 
( 賃貸住宅資産の効率的な活用及び組織のスリ ム化や効率化をめざし た計画を策定)  

府において「 大阪府住宅まちづく り マスタ ープラ ン( 平成 23～32 年度) 」 を策定 
「 経営計画( 平成 24～33 年度) 」 を策定 
( 「 自立化に向けた 10 年の取り 組み」 を引き 継いで、 今後 10 年間の役割と 方向性を
明確にし た経営計画)  

「 耐震化の基本方針」 を公表 
公営住宅法に基づく 管理代行制度に替わり 、 指定管理者制度によ る府営住宅の管理を
開始( 平成 24 年 4 月～29 年 3 月)  
公営住宅法に基づく 管理代行制度により 、 府営住宅の計画修繕業務を受託( 平成 24 年
4 月～27 年 3 月)  
「 スト ッ ク 活用基本計画」 を策定 
公営住宅法に基づく 管理代行制度により 、 府営住宅の計画修繕業務を受託( 平成 27 年
4 月～令和 2 年 3 月)  
「 スト ッ ク 活用実施計画」 を策定 
府において「 大阪府住宅まちづく り マスタ ープラ ン( 平成 23～32 年度) 」を改定し、「 住
まう ビジョ ン・ 大阪( 平成 28～37 年度) 」 を策定 
( 当公社は府の住宅まちづく り 政策の課題に即し た事業の展開を行う 役割を担う 公的
団体と し て位置づけ)  

「 経営計画( 平成 24～33 年度) 」 改定版を策定 
指定管理者制度によ る府営住宅の管理業務を受託( 平成 29 年4 月～令和 4 年3 月)  
経営理念を策定 
「 将来ビジョ ン 2050」 を策定 
公営住宅法に基づく 管理代行制度により 、府営住宅の計画修繕業務を受託( 令和 2 年 4
月～7 年 3 月)  
府において「 住まう ビジョ ン・ 大阪( 平成 28～37 年度) 」 を改定し、「 住まう ビジョ ン・
大阪( 令和 3～12 年度) 」 を策定( ※)  
「 中期経営計画（ 令和4 年度～令和 13 年度）」 を策定 
「 スト ッ ク 活用計画（ 令和 4 年度～令和 13 年度）」 を策定 
公営住宅法に基づく 管理代行制度により 、府営住宅の計画修繕業務を受託( 令和 7 年 4
月～12 年 3 月)  

※ 「 住まう ビジョ ン・ 大阪」 は、 長期的な目標を提示する観点から 10 年間の計画期間と し ています 

が、 計画の達成状況の評価や社会・ 経済の変化、 関連する 計画と の整合性などから 、 概ね 5 年を

基本と し て、 必要に応じ て計画の見直し が行われます。  
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　昭和25年6月設立

　昭和39年8月設立 　昭和39年6月設立

　昭和40年11月設立

　昭和41年2月統合 　昭和42年6月設立

　平成15年4月統合

　平成17年4月統合

(財)大阪府宅地協会

大阪府住宅供給公社

(現在に至る)

(財)大阪府住宅協会

(財)大阪府住宅管理センター

(財)大阪府建設監理協会

　組織変更
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3 事業の内容 

 

 ( 1)  当公社の概要 

 

① 設 立 昭和 40 年 11 月 

当公社は、 公社法に基づき設立さ れた特別法人です。  

 

② 目 的 住宅を必要と する 勤労者に対し 、住宅の積立分譲等の方法によ り 居住環

境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、も って住民の生

活の安定と 社会福祉の増進に寄与すると と も に、秩序ある住宅市街地の

開発に資する こ と を目的と し ています。  

          

③ 設 立 団 体 大阪府 

 

④ 基 本 金 3, 100 万円( 府の全額出資)  

 

⑤ 経 営 理 念 笑顔のく ら し を！変革し 続ける 企業 

 

⑥ 業 務 の 範 囲 当公社は戦後復興期、 高度経済成長期の住宅不足への対応、 居住水準

の向上など、 府の住宅まちづく り 政策の一翼を担い、 一般賃貸住宅や

高齢者向け優良賃貸住宅、 分譲住宅等の良質な住宅及び利便施設( 店

舗・ 郵便局等) や公共施設( 道路・ 公園等) などの整備を行う など、 公的

機関と し ての役割を果たし てきまし た。  

当公社の業務は、自主事業である直轄事業と 、府営住宅の計画修繕業務

等をはじ めと し た受託事業に大別さ れます。  

直轄事業では、賃貸住宅等事業と し て公社賃貸住宅約 2 万 1 千戸、駐車

場・ 店舗等の公益的施設 193 件、 賃貸土地等 19 件の管理を行っていま

す( 令和7 年 3 月 31 日時点) 。  

建物や設備の老朽化が進んでいたり 、現行の建築基準法が必要と する耐

震性に満たない公社賃貸住宅については建て替えや耐震改修、リ フォー

ム・ リ ノ ベーショ ンを行う など、 安全・ 安心の確保や居住水準の向上を

図っています。  

なお、 公社賃貸住宅の建替・ 集約事業等で生みださ れた用地（ 活用地）

は、 子育て支援施設、有料老人ホームや病院、市営住宅等の用地と し て

有効に活用し 、 地域のまちづく り に貢献し ています。  

また、 保有する住宅スト ッ ク を有効に活用し 、 市町や民間企業、 大学、

NPO法人等と 連携し 、 地域に求めら れる施設の導入を図るなど、 地域の

まちづく り と 一体と なった事業に取り 組んでいます。  

さ ら に、高齢者、障がい者等の住宅確保要配慮者の居住の安定確保に向

けて公民協働で取り 組むため、 平成 27 年 3 月に設立さ れた「 Osaka あ

んし ん住まい推進協議会」 に正会員と し て加入し 、府と と も に事務局の
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一部を担っています。  

一方、受託事業では、府営住宅の計画修繕業務や民間事業者の特定優良

賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅の入居者選定業務等を実施し て

います。  

 

 

( 2)  組 織( 令和 8 年 4 月 1 日時点)   

 ○ 令和 8 年度 公社組織 
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( 3)  事業の概要 

  ○ 事業の体系 

 

 

 

 

・ 入居者募集
・ 家賃等収納
・ 経常修繕・ 空家修繕及び計画修繕

・ 駐車場及び店舗等利便施設の管理
・ 団地マネジメ ン ト

・ 建替等事業の計画、 推進、 工事及び活用地の有効活用

・ 耐震改修及び応急補強工事

・ 未利用地等の処分、 管理

・ 定期借地権付分譲住宅底地権の売却

・ 賃貸化し た分譲住宅の入居者等への販売

・ 住宅地区開発事業等

・ 府営住宅計画修繕( 公営住宅法に基づく 管理代行によ り 受託）

・ 高齢者向け優良賃貸住宅等入居者選定・ 負担額認定業務
入居者選定等業務

府営住宅計画修繕

受託事業

賃貸住宅等
管理事業

賃貸住宅等事業

建替等事業

耐震化事業

直轄事業

当
　
公
　
社
　
の
　
事
　
業

保有地等の処分

宅地管理事業等

賃貸資産の売却

宅地開発継続事業
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【 直轄事業】  

① 賃貸住宅等事業 

ア 管理事業 

当公社は、公社賃貸住宅及び駐車場など入居者の利便を図る ための公益的施設等を管理し ています。

管理状況は下表のと おり です。  

 

   ○ 公社賃貸住宅等管理状況  

（ 令和 7 年 3 月 31 日時点）  

種     別 団地数等 戸数等 

公 

社 

賃 

貸 

住 

宅 

一 般 賃 貸 住 宅  114 団地 18, 704 戸 

併 存 賃 貸 住 宅  7 団地 312 戸 

特定優良賃貸住宅( 公社建設型)   1( 1)  団地 12 戸 

高 齢 者 向 け 優 良 賃 貸 住 宅  24( 24)  団地 1, 683 戸 

小    計  121 団地 20, 711 戸 

公
益
的
施
設 

 店     舗  10 件 77 店舗 

駐
車
場 

公社住宅団地内駐車場  99 件 14, 145 区画 

  ( 内 外部開放月極)   ( 36)  件     

 団地外駐車場  12 件 1, 331 区画 

 公社住宅外部開放 
 時間貸 44 件 674 区画 

 時間貸( 予約型)  ( 94)  件 ( 2, 882)  区画 

 郵  便  局   8 件     

 会     館   1 件     

 保育所賃貸用地   5 件     

 そ  の  他   14 件     
 

 小    計   193 件 16, 227 区画 

汚 水 処 理 施 設   0 件     

賃 貸 土 地 等   19 件 407 区画 

合       計 
 121 団地 20, 711 戸 

  212 件     

※ 団地数の(  ) は、 一般賃貸住宅の内数です。  

※ 駐車場の件数、 区画数の(  ) は、 公社住宅団地内・ 外駐車場の内数です。  
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( ｱ)  概要 

当公社の管理し ている 賃貸住宅は大き く 4 種類に分類さ れます。  

a 一 般 賃 貸 住 宅： 中堅所得者層向けの住宅と し て、主に府や独立行政法人住宅金融支援

機構( 以下「 住宅金融支援機構」 と いう 。） から 資金を調達し 、 建設し

た住宅で、 約 1 万 9 千戸を管理し ています。  

 

b 併 存 賃 貸 住 宅： 府の政策によ り 各入居者の所得基準に対応でき るよ う 建設さ れた、 同

一棟内で府営住宅と 公社賃貸住宅が併存する 住宅です。  

 

c 特 定 優 良 賃 貸 住 宅: 「 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」 に基づく 中堅所得者

層向けの住宅で、 適切な家賃負担で質の高い住宅を提供でき る よ う 、

補助金によ る 家賃減額制度を備えています。  

 

d 高齢者向け優良賃貸住宅:「 高齢者の居住の安定確保に関する 法律」 に基づく 、高齢者向けの住

宅で、 高齢者に配慮し た設備を備える と と も に、 補助金によ る 家賃

減額制度が適用さ れます。  

 

( ｲ)  事業内容 

a 入居者募集 

入居者の募集には、 新築住宅を対象と し た新規募集と 新築住宅以外の住宅を対象と し た空家募

集と があり ます。  

新規募集については、 建物の完成に先立ち期間を定めて募集し 、 抽せんによ り 入居者を決定し

ています。 募集に際し ては、 新婚・ 子育て世帯の入居促進の取り 組みと し て、 平成 22 年度か

ら 、 新婚・ 子育て世帯向けに抽せん倍率の優遇制度を設けて募集を行っています。  

空家募集については、 原則、 随時受付によ り 入居者を募集し ています。 募集に際し ては少子高

齢化対策の取り 組みと し て、 平成 25 年度から 、 一部の団地で新婚・ 子育て世帯及び高齢者世帯

等が一般世帯よ り 優先し て申込ができ る 期間を設けて募集を行っています。  

特定優良賃貸住宅においても 大阪府新婚・ 子育て世帯向け家賃減額補助制度を活用する など、

良質な賃貸住宅を提供し ています。  

 

b 家賃等の収納 

家賃等は、当公社指定の民間金融機関によ る 、預金口座振替払い等の方法によ り 収納する と と も

に、 収納代行型機関保証制度も 導入し ています。  

また、一部の住宅では、入居者の負担軽減と 適切な維持管理を図る ため、家賃のほかに当公社に

おいて共益費を収納し ています。  
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c 住宅等の修繕 

住宅及び付帯施設等を良好に維持保全する ため、 修繕業務を行っています。  

( a)  経常修繕・ 空家修繕 

漏水等緊急時の修繕や建具・ 設備等の不良箇所の修繕並びに空家と なった住宅の補修及びク

リ ーニング等を行う 空家修繕を実施し ています。  

( b)  計画修繕 

当公社の「 公社住宅計画修繕実施基準」 に基づき 、 修繕、 改善、 新設及び増設工事の年次計

画を策定し 、 計画的に実施する 修繕をいいます。 令和 6 年度は、 外装吹替、 屋上防水等の計

画修繕を実施し まし た。  

( c)  公社賃貸住宅の付帯施設の維持管理 

公社賃貸住宅の付帯施設( 昇降機等) についても 、 定期的に保守点検を行っています。  

 

d 駐車場の管理 

入居者の利便を図る ため住宅敷地内に駐車場を設置し 、 利用者の募集・ 契約、 使用料の収納及び

維持管理を行っています。 また、 空区画の有効活用を図る ため、 入居者以外の方も 利用できる よ

う に外部開放を実施し ています。  

 

e 店舗等の管理 

入居者の利便に供する 、 店舗等について募集・ 契約、 賃料の収納及び維持管理を行っています。 

 

f  団地マネジメ ント  

団地スト ッ ク の有効活用と 入居者の満足度向上の取り 組みによ り 、公的機関と し て社会的課題の

解決を図り つつ、 住んでみたい・ 住み続けたと 思われる 魅力ある団地づく り を行っています。  

 

 

イ  建替等事業 

当公社は高齢社会への対応や居住水準の向上を図る ため、 平成 5 年度から 公社賃貸住宅の建替事業

に着手し まし た。平成 13 年 11 月には事業を行う 団地と その着手時期を定めた「 建替の時期に関する

計画」 を策定し 、老朽化し た公社賃貸住宅を計画的に建て替える と と も に、建て替えによ り 生じ た活

用地を有効に活用し 、 地域の発展、 活性化に寄与し てき まし た。 令和 6 年度末までの建替済団地は、

41 団地 5, 438 戸です。  

また、 当公社は平成 20 年 6 月に策定し た「 自立化に向けた 10 年の取り 組み」 において、 借入金を計

画的に縮減する など財務面における 健全化を優先的に進めていく こ と と し 、 平成 26 年度から 29 年

度末までは建替等事業を一旦中止し ていま し たが、 財政の健全化に一定の目途が立ったこ と などに

よ り 、 平成 30 年度から 事業を再開し ています。 なお、 対象団地ごと の対応方針は令和 4 年 4 月に策

定し た「 スト ッ ク 活用計画」 に示し ています。  

※当公社では、 新たに土地を取得し たう えで住宅を建設する 計画は現在のと こ ろあり ません。  
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ウ 耐震化事業 

昭和 56 年 5 月以前に適用さ れていた旧耐震基準に基づいて設計さ れた公社賃貸住宅については、 現

行の建築基準法が必要と し ている 耐震性能を満たし ていない可能性がある こ と から 、 対象住宅にお

ける耐震診断を平成 22 年度に実施し 、 23 年 4 月に診断結果を公表し まし た。  

その結果を踏まえ、 耐震性の向上に向けた取り 組みを進める ため、「 耐震化の基本方針」 を定め、 平

成 24 年 4 月に公表し まし た。  

また、 令和 13 年度までの耐震化における 対応方針は令和 4 年 4 月に策定し た「 スト ッ ク 活用計画」

に示し ており 、 本計画に基づき 、 耐震化事業に取り 組んでいます。  

今後は、 府の「 住宅建築物耐震 10 ヵ 年戦略・ 大阪( 大阪府耐震改修促進計画) 」 で定めら れた新たな

耐震化率目標を踏まえ、 令和 7 年度末までに 95％と なる よ う 取り 組み、 令和 8 年 3 月時点の耐震化

率は 96. 3％を達成し ており ます。  

 

 

② 宅地管理事業等 

ア 保有地等の処分（ 未利用地等の処分）  

宅地開発に伴い整備し 、 市町等への移管未了と なっている 道路、 公園、 調整池、 水路等については

移管を推し 進め、 役目を終えた汚水処理場跡地やその他の保有地については売却を進めています。  

また、事業化の見通し の立っていない都市計画道路予定地内の保有地については、境界確定や関係機

関と 協議を行う など計画的に処分に向けた取り 組みを進めています。  

 

イ  賃貸資産の売却 

当公社は( 財) 大阪府宅地協会の事業を引継いで分譲住宅の供給を行っていまし たが、 平成 13 年 8 月

に策定し た経営改善計画において、新たに土地を取得し たう えでの新規分譲事業から は、原則撤退す

る こ と と し まし た。  

現在、新規の分譲住宅の供給はあり ませんが、賃貸化し た一部の分譲住宅を賃貸入居者及び一般購入

希望者に販売し ています。また、定期借地権付分譲住宅の底地権( 所有権) の売却を行っています。 定

期借地権付分譲住宅と は、 平成 4 年 8 月に施行さ れた借地借家法に規定さ れる 借地権付住宅であり 、

分譲住宅購入者に土地を同法に定める 期間で賃貸する 住宅です。 令和 6 年度末で 16 団地を管理し 、

地代を徴収し ています。  

 

ウ  宅地開発継続事業 

当公社は、 府の住宅政策の一翼を担いつつ、 公的ディ ベロ ッ パーと し て、宅地造成工事を行う など住

宅地区開発事業に取り 組んでき まし た。 社会経済情勢の変化によ り 現在は新たに土地を取得し て住

宅を建設する 計画はあり ません。  

 

( ｱ)  枚方津田団地開発事業 

枚方津田団地は大きく 分けて、 住宅ゾーンの「 津田く にみ坂」 と 、 文化学術研究ゾーンの「 津田

サイ エンスヒ ルズ」 で構成さ れています。  

      a 津田く にみ坂 

「 緑豊かなふれあい・ 共生空間の創造」 をテーマに、土地区画整理事業と し て分譲住宅や府
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営住宅用地等を供給し てき まし た。    

b 津田サイ エンスヒ ルズ 

関西文化学術研究都市の構想に基づき 、研究・ 開発施設、教育・ 文化施設などの集積を図る

こ と によ り 、科学技術の発展と 産業の振興を目的に、府、枚方市などと と も に推進し てき ま

し た。  

 

※ なお、 両事業の基盤整備については、 平成 22 年度に完了し ています。  

※ 保有し ている 都市計画道路「 枚方津田線」 の事業用地ついて、 令和元年度に府と 買戻し に

関する 協定書を締結する と と も に、 令和 3 年度までに府が用地を買戻し まし た。  

 

エ 都市整備事業 

当公社は宅地開発によ る 住宅供給の手法以外に、 市町村と 連携し ながら 既にある 市街地の再開発や

密集市街地の再生などを通じ た住宅供給も 実施し てき まし た。  

令和 6 年 4 月に経営開始し た OPH枚方駅前の建設にあたっては「 枚方市駅周辺地区市街地再開発事

業」 に参画し 、特定建築者制度を活用し て、当団地の建設と と も に商業店舗の誘致やにぎわい広場を

一般の利用に広く 供する ため整備する こ と で、 地域のまちづく り に貢献し まし た。  

 

オ 住宅確保要配慮者への居住支援 

高齢者、 障がい者等の住宅確保要配慮者の居住の安定確保に向けて公民協働で取り 組むため、 平成

27 年 3 月に「 Osaka あんし ん住まい推進協議会」 が設立さ れまし た（ 住宅確保要配慮者に対する 賃

貸住宅の供給の促進に関する 法律第 51 条に基づく 住宅確保要配慮者居住支援協議会）。 府、 市町村

と 当公社や UR都市機構等の公的賃貸住宅事業者、 不動産関係団体や民間賃貸住宅の賃貸人が、 正会

員と なり 、 当公社は府と と も に事務局の一部を担っています。   
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【 受託事業】  

①  府営住宅計画修繕 

公営住宅法の管理代行制度に基づき 、 府の計画修繕実施基準に定める 修繕を府よ り 平成 18 年度から 受

託し て、 府営住宅の性能を維持し 、 劣化を予防かつ最小限に抑え、 常に良好な状態を保っています。 現

在の契約期間は令和 7 年度から 11 年度末の 5 年間と なっています。  

 

 

② その他の業務 

ア 入居者選定等業務 

民間管理法人が管理する 高齢者向け優良賃貸住宅の入居者の選定及び入居資格審査の業務を民間管

理法人から 受託し ています。  

     

イ  入居者負担額認定業務 

民間管理法人が管理する 高齢者向け優良賃貸住宅の入居者負担額認定にかかる 業務を府から 受託し

ています。  

 

( 4) 当公社の損益構造 

① 資金調達と 回収の仕組み 

当公社の資金調達と 回収の仕組みは、事業内容によ り 異なり 、主な事業については以下のと おり です。  

ア 賃貸住宅等事業 

賃貸住宅等の建設にかかる事業資金は、 主に住宅金融支援機構と 府から の有利子借入によ り 調達し

ています。家賃収入や駐車場収入を主な償還財源と し て、35・ 50 年間の元利均等で償還し ています。  

 

イ  宅地管理事業等 

 当公社住宅用地等における 造成工事の事業資金の借入金は、 主に民間金融機関から の有利子借入に

よ り 調達し てきま し たが、 建替等事業に伴う 活用地の売却収入等によ る 借入金残高の縮減、 社債発

行等によ る 金利負担の軽減を図っています。  

  

② 賃貸住宅の家賃等の決定方法 

ア 家賃等の決定 

平成 14 年 4 月に公社法施行規則が改正さ れ、公社賃貸住宅の家賃については、従前の原価家賃を改

め、 近傍同種の家賃と 均衡を失し ないよ う 、 公社が定める こ と と なり まし た。 こ れを受け、 当公社

では、国土交通大臣の認可を受けた「 大阪府住宅供給公社業務方法書」( 以下「 業務方法書」 と いう 。)

において近傍同種の住宅の家賃を勘案し た算出方法を定めています。  
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○ 家賃等の決定方法 

主な区分 家賃等の決定方法( 公社法施行規則によ る )  

 
1 賃貸住宅の家賃 第 16 条 

・ 賃貸住宅を新たに賃借する 者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と 均衡を失し な
いよ う 、 地方公社が定める 。  

・ 地方公社は、 賃貸住宅の家賃を変更し よ う と する 場合においては、 近傍同種の
住宅の家賃、 変更前の家賃、 経済事情の変動等を総合的に勘案し て定める も の
と する 。 こ の場合において、 変更後の家賃は、 近傍同種の住宅の家賃を上回ら
ないよ う に定める も のと する 。  

 
2 賃貸店舗などの利便施設等

の譲渡の対価及び賃貸料 

第 25 条 
・ 地方公社が譲渡する 利便施設等の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価

額と 均衡を失し ないよ う 、 地方公社が定める 。  
・ 地方公社が賃貸する 利便施設等の賃貸料は、近傍同種の施設の賃貸料の額と 均

衡を失し ないよ う 、 地方公社が定める 。  

 
3 宅地の譲渡の対価 
 

第 20 条 
・ 地方公社が譲渡する 宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と 均衡を

失し ないよ う 、 地方公社が定める 。  

 
4 宅地の地代 
 

第 21 条 
・ 地方公社が賃貸する 宅地の地代は、近傍同種の土地の地代と 均衡を失し ないよ

う 、 地方公社が定める 。  

  ※ 上記の区分は当公社の事業に関わる 主要なも のを記載し ています。  

  ※ 区分 2～4 について、 上記によ り がたい場合の決定方法が公社法施行規則に規定さ れています。  
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≪参考： 家賃の算出方法( 業務方法書第 16 条) ≫ 

家賃を定めよ う と する 賃貸住宅の近傍同種の住宅の家賃の算出にあたっては、 近隣地域、 類似地域

又は周辺地域における 住宅の家賃を基準と し 、 位置、 規模、 構造、 建築時から の経過年数及びその

他一般の住宅の家賃形成上の諸要素について、 対象賃貸住宅に係るも の及び事例賃貸住宅に係る も

のを総合的に比較考慮し て算出する も のと する 。  

 

イ  家賃の改定  

既存の賃貸住宅を適切に維持管理し ていく ためには、 物価の上昇等、 経済事情の変動に応じ て的確

に家賃改定を行う 必要があり ます。  

当公社では、 平成 14 年度の「 公社法施行規則」 の改定以後は、 概ね 3 年ごと に家賃改定を実施し

ています。  

 

○ 家賃改定の状況（ 一斉改定）  

【 近傍同種家賃】  

実施時期 対象戸数( 戸)  
改定の状況 

平均改定額( 円)  平均増減率 

平成 14 年 4 月 1, 962  ▲18, 071  21. 7％ダウン   

平成 14 年 8 月 19, 956  ＋7, 637  22. 2％アッ プ   

平成 18 年 2 月 14, 732  ▲2, 823  6. 3％ダウ ン   

平成 21 年 4 月 17, 738  ＋513  1. 2％アッ プ   

平成 24 年 4 月 19, 547  ＋73  0. 2％アッ プ   

平成 27 年 4 月 21, 547  ＋85  0. 2％アッ プ   

平成 30 年 4 月 18, 773  ▲234  0. 4％ダウ ン   

令和 3 年 4 月 21, 326  ＋103    0. 2％アッ プ   

令和 6 年 4 月 19, 714  ＋473  0. 9％アッ プ   
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( 5) 日本政府及び府と の関係について 

① 公社法に基づく 主な認可、 承認等 

ア 設立、 定款及び業務方法書の認可等( 公社法第 5 条、 第 9 条、 第 26 条)  

公社法では、地方公社を設立する には、議会の議決を経て、かつ、定款及び業務方法書を作成し て、

国土交通大臣の認可を受けなければなら ないと さ れており 、当公社は、昭和 40 年 9 月に府議会の議

決を経て、 同年 11 月に建設大臣( 当時) の認可を受け、 設立さ れています。  

また、 定款及び業務方法書の変更についても 、 国土交通大臣の認可を受けなければなら ないと さ れ

ています。  

 

イ  役員の任命及び解任( 公社法第 13 条、 第 16 条)  

当公社の役員である 理事長、 監事の任命及び解任は大阪府知事がする こ と と さ れています。  

 

ウ  事業計画及び資金計画の承認( 公社法第 27 条)   

毎事業年度における 事業計画及び資金計画については、 当該事業年度開始前に大阪府知事の承認を

受ける こ と が必要と さ れています。 また、 変更する際も 同様の手続き が必要です。  

 

エ 財務諸表及び業務報告書の提出( 公社法第 32 条)  

毎事業年度、 監事の意見を付し た財務諸表及び業務報告書を決算完結後 2 月以内に大阪府知事に提

出する こ と と さ れています。  

なお、 大阪府知事は、 地方自治法第 243 条の 3 第 2 項の規定によ り 、 当公社の経営状況を説明する

書類を作成し 、 こ れを議会に提出する こ と と さ れています。  

 

オ 解散( 公社法第 36 条)  

当公社は、 破産手続開始の決定及び国土交通大臣によ る 認可の取消し のほか、 府が府議会の議決を

経て国土交通大臣の認可を受けた場合、 解散する こ と と さ れています。  

 

カ 報告及び検査( 公社法第 40 条)  

国土交通大臣又は大阪府知事は、 当公社の業務及び資産の状況に関する報告を求め、 又は事務所に

立ち入り 、 業務の状況等について検査する こ と ができ る と さ れています。  

 

キ 監督命令( 公社法第 41 条)  

国土交通大臣又は大阪府知事は、 当公社の業務に関し 、 監督上必要な命令をするこ と ができ る と さ

れています。  

ただし 、 国土交通大臣がその命令を行う のは、 大阪府知事が必要な命令をする こ と を怠っている と

認める と きに限ら れます。  
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ク  違法行為に対する措置( 公社法第 42 条)  

国土交通大臣又は大阪府知事は、 地方公社の業務又は会計が公社法に違反する など一定の要件に該

当する 場合には、 当公社に対し て業務の全部又は一部の停止など必要な措置を命ずる こ と ができ る

と さ れています。  

ただし 、 国土交通大臣がその命令を行う のは、 大阪府知事が必要な命令をする こ と を怠っている と

認める と きに限ら れます。  

 

② 府によ る出資法人に対する 指導、 監督等 

ア 府によ る 当公社の指導、監督は、「 大阪府の出資法人等への関与事項を定める 条例( 以下「 関与条例」

と いう 。 ) 」 及び「 大阪府出資法人の設立及び運営指導等に関する 事務要綱」 等に基づき 行われてい

ます。 こ れら の中で、 定款の変更、 役員の選任、 予算及び事業計画の作成並びにその他の管理運営

に係る 重要な事項については府への協議を要するこ と と さ れています。 また、 関与条例に基づく 経

営評価の結果、 決算、 事業報告等については、 府への報告事項と さ れており 、 府はその内容につい

て府議会へ報告する と と も に公表し ています。  

 

イ  当公社は、 地方自治法第 199 条第 7 項の規定によ り 、 大阪府監査委員によ る監査を受けています。  

 

ウ  当公社は、 地方自治法第 252 条の 37 の規定によ り 、 府の包括外部監査人によ る 監査を受けていま

す。  
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③ 補助金等の状況 

 

 （ 単位： 百万円）  

 令和 6 年度収入額 

大阪府家賃補助金 473 

大阪府委託費 5, 512 

大阪府負担金等 41 

合 計 6, 026 

 

※ 上記以外に民間金融機関等から の借入金に対し ては、 一部を除き 府によ る 損失補償が付さ れて 

います( 令和 6 年度末損失補償付借入金残高は 239 億円と なっています) 。  

 

 

【 補助金等の説明】  

補助金等の各項目に関する 主な内容は以下のと おり です。  

○ 大阪府家賃補助金 

・ 特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅に係る 家賃補助金 

 

○ 大阪府委託費 

・ 府営住宅計画修繕等事業委託費 

： 府営住宅の計画修繕業務等にかかる 委託費 

・ 特定優良賃貸住宅入居者負担額等算定事務委託費 

： 特定優良賃貸住宅の入居者負担額認定等にかかる 業務委託費 

・ 高齢者向け優良賃貸住宅入居者負担額等算定事務委託費 

： 高齢者向け優良賃貸住宅の入居者負担額認定等にかかる 業務委託費 

 

○ 大阪府負担金等 

・ 団体共済の負担金 
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④ 借入金及び社債の状況( 令和 6 年度末残高)  

( 単位： 百万円)           

区分 借入残額 担保設定 

住宅金融支援機構借入金［ 有利子］  - - 

大阪府借入金［ 有利子］ ( ※1)  21, 360 無 

民間金融機関等借入金［ 有利子］  31, 404 一部有( ※2)  

社債［ 有利子］  75, 317 無 

借入金及び社債の合計( 形式残高)  128, 080 － 

 

※1 大阪府借入金については、 平成 22 年度以降の借入金に対し て公正証書を作成し ています。  

※2 民間金融機関等の借入金については、 一部( 約 47 億円) に抵当権を設定し ています。 その他の借入金

の一部（ 約 239 億円） については、 府の損失補償が付さ れています。  

なお、 損失補償は当公社の債務不履行によ り 生じ た損失について、 当公社の保有資産の処分等によ る

弁済を行っても なお未弁済額が残存する 場合に府が債権者に対し て補償する も ので、 主たる 債務の

履行を保証する 債務保証と は異なり ます。  

 

 

4 関連会社等の状況 

 

該当事項はあり ません。  

 

 

5 職員の状況 

○ 職員数( 各年度当初)  

 

 

 

※  (   ) 内は非常勤職員の人数で外数です 

 

 

  

 令和 7 年度 令和 8 年度 増 減 

職員（ 人）  150( 64)  148( 68)  △2( 4)  
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